住宅用地申告書の提出について（お願い）

福山市企画財政局税務部資産税課

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があることから、固定資産税及び都市計画税について課税標準の特例措置が設けられています。
新たにこの特例措置の適用の対象となる場合や、現に適用されている内容に変更が生じた場合等には、福山市税条例第６５条の規定により申告していただく必要があります。税額を決定するうえで大変重要な情報となりますので、該当される方は、住宅用地申告書に必要事項を記入のうえ、資産税課へ必ず提出してください。

１　申告書の提出が必要となる場合
　当該住宅用地に所在する家屋の床面積、居住部分の割合又は住居の数に変更が生じた場合や、当該住宅用地の面積に変更が生じた場合に申告書の提出が必要となります。（住居の数に変動があるなど、住宅用地から非住宅用地に変更となる場合にも申告書の提出が必要です。）具体的には、次の(1)から(6)に示すとおりです。
(1)　家屋の新築
(2)　家屋の増築又は一部滅失
(3)　家屋の用途変更（例：事務所を居宅に、居宅を店舗に変更するなど）
(4)　家屋の滅失
(5)　住宅用地の利用変更（例：隣接する空地を住宅敷地として一体利用するなど）
(6)　住宅の建替え

２　住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の区分ごとに居住部分の割合に応じて定められた住宅用地の率を当該住宅の敷地面積に乗じて求めます。
	区分
	家屋
	居住部分の割合
	住宅用地の率

	ア
	専用住宅
	全　部
	１．０

	イ
	ウ以外の併用住宅
	１／４以上１／２未満
	０．５

	
	
	１／２以上
	１．０

	ウ
	地上５階以上の耐火
建築物である併用住宅
	１／４以上１／２未満
	０．５

	
	
	１／２以上３／４未満
	０．７５

	
	
	３／４以上
	１．０





[bookmark: _GoBack]３　課税標準の特例
	区分
	課税標準額

	小規模
住宅用地
	２００㎡以下の住宅用地（住居の数１当たり２００㎡までの部分）
	固定資産税 ⇒ 評価額×１／６
都市計画税 ⇒ 評価額×１／３

	一般
住宅用地
	小規模住宅用地以外の住宅用地（住居の数１当たり２００㎡を超える部分）
	固定資産税 ⇒ 評価額×１／３
都市計画税 ⇒ 評価額×２／３



４　居住以外の用に供していた家屋を居住の用に供する家屋とする取扱い
事業・営業を廃止・廃業し、当該家屋を居住用の倉庫や附属家として利用しているものについて、住宅用地申告書とあわせて廃止・廃業届の添付をお願いします。申告書提出後に現地調査を実施し、事業・営業に必要な施設・設備等（看板、高圧受電設備（キュービクル）、商品陳列棚等）が除却され、利用状況や使用実態を確認し、居住の用に供する家屋と判断します。

５　住宅敷地の認定
住宅用地とは「住宅の敷地の用に供されている土地」をいい、当該住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。
　一画地の土地とは、道路、塀、垣根、柵、溝、段差等により他の土地と区分して認定します。また、このような明確な境界がない場合においては、土地の使用の実態によって区分し、認定します。
　住宅の敷地として使用されている土地が一部分である場合は、当該部分のみをもって一画地とし、数筆の土地にわたり一個の住宅が存する等、数筆の土地が一体として利用されているような場合には、数筆をもって一画地と認定します。
（例）



６　申告期限
変更した日の属する年度の１月３１日までに申告する必要があります。

７　問合せ先
(1)　所属：福山市企画財政局税務部資産税課
(2)　担当：土地第１担当・土地第2担当
(3)　連絡先：０８４－９２８－１０２４・１０２６
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１筆を複数の利用をしている場合

それぞれを一画地と認定します。

複数筆を一体に利用している場合

一体で一画地と認定します。
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				１筆を複数の利用をしている場合
それぞれを一画地と認定します。 フデ フクスウ リヨウ バアイ ヒト カクチ ニンテイ																						複数筆を一体に利用している場合
一体で一画地と認定します。 フクスウ フデ イッタイ リヨウ バアイ イッタイ イチ カクチ ニンテイ








